
函館市監査公表第１０号  

 函館市長から，包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が

あったので，当該通知（写）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３８第６項の規定により，別紙のとおり公表する。  

  令和５年８月１７日  

 

               函館市監査委員 小 野   浩   

               函館市監査委員 本 間 裕 邦   

               函館市監査委員 浜 野 幸 子   

               函館市監査委員 斉 藤 佐知子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鸞響

函 財 管 ,

令和5年 (20,3年 )7月 26日

函館市監査委員 様

函館市長1大 泉 : 潤

i・ 令和 4年度 (12022年度)包括外部監査の結果に基づく措置の

通知について
1                   , |

令和5年 (2023年 )3月 301日 に報告を受けた包括外部監査の結

果に基づき,ま たは当該監査の結果を参考として講じた措置について,

地方自治法第25Z条の3.8第 6頂の規定により,別紙のとおり通知い

たします。        デ     :



別紙

l  子旨騨

令和4寄茅藍 (2022年庁又)tム括州轄胆諮理単つ飛挙ミに基づく発鏑豊

(特定の事イ牛名 公有財産等に関する事務の執行および管理の状況について)

韓

部局等
縮 魏

報告書
ページ

措置の内容

摂レIT安需雪|

鞘

土地の有効活用について (元町配水場近傍地)

当該土地が所在する西部地区は、観光産業の面から

非常に重要な地蹴であり、その利用方法にういては景

観保全も含めl真重な判断が必要と思われるカミ

平成23年度の才財駈な 10年以上が経過しても進展

が無いことは市有財産の有効利用とは言い難い。

早急に有効活用に向けての検討および売却・貸付な

ど多方面からの方策を検討すべきである。

49 令和4年度に企業局において,今後更新時期を迎え

る元町送水管の更新・廃止を検討した結果ち送水管を

廃止する場合には当該地への増圧ポンプ場の建設が

必要になる見込みであることから,引 き続き,売却や

交換など企業局と協議を続けてまいります。

ロレL猛劣需ζ呂

観

土地の有効活用について (住吉町3-3)

当該土地についてイよ過去に市の所有権保存登記が

なされている土地であり、所管不明ナ也の扱いのままで

Iよ 財産管理上問題である。

長期間にわたり手付かずの土地であり、売却および

貸付など占有者との交渉は一朝―夕には進まないと

思われる力＼市有財産の有効活用の観点から早急に対

策すべきである。

50 当該土地について也 雨水管の言稀田な位置を調査中

であり,位置の確芝魔管路用地部分を土木部,残りの

土地を財務部所管とすることで整理したところであ

ります力ヽ 土地の占有者と交渉した結果ち土地の一部

については既に撤去や貸付の同意を得ているところ

で,所管替手続の完了後に撤去の確認や貸付契約の締

結を行う予定です。

残る土地についても,引 き続き,当該土地の占有者

と交渉を継続してまいります。

嚇 ト

管理課

移静騰日獲蛛止音|

管理課・障が

い保健福祉課

子ども未来部

子ども企画課

恵山支戸
~斤

蜘

囃 所

呻

教育委員会

婢 音[

施設課・戸井

教育事務所・

恵山教育事務

所・文化財課

消防本部

翻

物品等の保管にかかる仕組みの構築について

物品等の保管場所として、使用している施設力y目当

あつた。保管施設が必要なことは理解する力＼現状は

各部局の判断で利用がなされていると思われる。市全

体として、物品等の保管に必要な施設規模や場所を定

め、各部局に割り当てるな工 保管の仕組みを検討す

べきである。

骸 当する14件は以下のとおり]

◇物品等を保管している施設■覧
。もとさくら保育園 。もとのばら保育園,

・もとリサイクル棚 屈lil保管庫 。もと元町書庫
。もと古川出張所 。もと古武井小学校
。もと戸井西小学校 ・もと新浜町会館
・もと深堀保育園 ・もと島泊会館
・もと函館恵山高等学校 ・もと万年橋幼稚園,

・十日東消防署南茅著呂支署  ・十日縫製工場

58 物品等について1議 各部局において,脚 陛や利便

性を考慮したうえで,最も効率の良い保管を行ってお

ります力ヽ 集約管理することにより,施設管理のあり

方や効率陛力Y氏下することも危瞑されるため,今後は

余裕がある保管場所の開 を共有しながら,業務の効

率化とのバランスを図りつつ,保管の伯組みについて

検討してまいります。



鱒

吉円弓等
子鱒 の概要

報告書

ページ
措置の内容

月惚

"猛

完需争|

鞘

企画部

国際・地域交

朧

イЯR4應営Fげ子

醐 辮

子ども未来部

子どもサービ

ス課

恵山支所

卿

椴法華支所

市民福祉課

謗 吉F支夢庁

呻
・

鞘

貸付料の無償または有償の整理について

土地またlま廷初 の無償貸付を有償にできないか検

討すべきである。特に保育園、認定こども園に対する

貸付では翻質 有イ賞力W離しており、公甲性の観点か

ら、再点検すべきである。

骸 当する15件ほ力W以下のとおり]

朝 の套資勒覺剣
・クリニック、記念薄(町会館、漁業協同組合、テレ

ビ電波受信施設などの使用のため30筆あった。

◇保育園,認定こども園の有働 無償貸付

(財務部管理課所管分)

・大川町1番6の うち、1番14土地 :無償
・駒場町25番67土地 :無償
。日吉町4丁目77番129土地 :無償
・上湯川町16番3外1筆 土地 :有償
・亀田本町32番433土地 :無償

(子ども未来部子どもサービス課所管分)

・花園町鉛番13のうち 土地 :有償 建物 :無償
・桔梗3丁目303番25外1筆 土地 :無負 建物 :無償
・亀田港町417番52土地 :無覧 建物 :無償
・美原l丁目213番18土地 :有償
・石川町39番8外1筆 土地 :有償
・鍛治1丁目1番13外 l筆 土地 :有償
。深堀町164番66の うち外2筆 土地 :有償
・赤川町161番2外l筆 土地 :有償
。港町1丁目25番l土地 :有償
・川汲町1601番 1土地 :有償

60 土地または廷初 の鋼難摯すとなる条イ牛は 市の事務

事業を補佐または代行する事業で,市の指導監督を受

けるものや,事業の目的が公共陛,/ム`益隆が強く

の事業に準ずるものとして市長が特に認めるものと

しております。

このたび再点検した結果,平成5年度当時,十日南茅

部町において無償貸付契約した特別養護老人ホーム

みなみかやべ荘についてイ丸現れの本市の条件にはあ

てはまらないことから,本年度の契約更新から有償化

することといたしましたが 他の無償貸付契約につい

ては 条件を満たしていることを確認しました。

財務部が保育園および認定こども園の敷地として

無償で貸し付けている土地の大部分イ乱契約当時に住

宅が急増し保育園整備が及んでいない地域に,市の政

策で事業者が市有地1こ建設したものです力ヽ

替の際には有償化する方針としておりま坑

子ども未来部力W膳する土ナ也・建物のうち無償とな

っているものについてイ∴契約当時の市の政策により

保育所の運営を民間法人に移管する際に;これらすべ

ての土地・建物を,保育所等として公立施設と同様の

利用形態のままで貸し付けたことから,公立施設の継

承という公共陛やノム`誨l生の高さを理由に無償貸付と

したものです。

銘 民間法人がこれらの施設を建て替える際には

土地の貸付料を有償化する方向で進めてまいります。
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韓

部局等

幸反β子喜肇
ページ

麟 F

鞘

鶏 呂

嬬

鞠 ト

蜘

課

出資の必要陛の酌制剣こついて

株式会社に市が出資するのは、何らかの政策目的の

実現を図ろうとするもので、市が保有する有価証券は

民間企業が行う投資とは異なり、利益を目的として保

有されるものではない。

よつてt市の政策との関係で、出資の効果を

することが必要である。また、過去 5年間出資して
いる全ての株主総会において、株主として発言記録が

ないことも踏まえ、経営等の状況が軌道に乗つている

のであれイよ 出資の引き揚げを検討すべきである。

[該当する出資は以下のとおり]

財 務 吉I NIPPON EXPRESSホ ールディングス(株l、

イ陣鍵膚達(株l、

′
榊 霧 レと数 送(抑、

(株)ドーコン

鶏 F(本未沌強勢磋折烈聡社

港湾空港部 (株l函館国際貿易センター

NIPPON EXPRESSホールディングス(株)にっいては,

昭和12年に結核治療の基金の運用として函館運送

(株lへ出資J,酎村副凱株)との鉗 を練 ,そ嫉

NIPPON EXPRESSホールディングスlttlへ株式が移転

され現在まで保有しており,北海道曹達(株)について

は,化学工業薬品の製造等を目的に昭和24年に会社が

設立さ― が住民と密接な関係をもっていること

から全道各市町行に出資要請があり,日跡日25年十

したものであり,札幌テレビ放送l木朱)についてイれ 言

論報道機関として本道開発に寄与することを期待し
!

昭和33年に出資したものであり,(株)ドーコンについ

ては,本道開発に寄与すると判断し昭和36年に出資し

たものです力ヽ 上記4社につきましてイ出現在は自立

可能な経営状況にあります力ヽ 出資の引き揚げについ

ては,4社から配当金を毎年得ている状況や引き

による影響を含め総合的イこ判断してまいります。

(株)函館水産振興会社については,長く事業休止状

態にあったため,国の平,唯による抹消登記がなされて

いますバ 会社の解散手続きが完了しなけれは

財産 (有価証券)の決算処理ができないことから,引

き続き,公社の現状および実態の把握に努め,清算手

続きが行われるよう関係者に働きかけを行うことと

しております。

ll朱l函館国際貿易センターについては,平成23年度

以降,サハリンプロジェクトの序滞等によ

の変化lこ より,苦しい経営状況が続いているため,ま

ずは経営改善,収益確保に努めることが重要であり,

今後の経営状況も見極めた上で検討してまいりますも

正確な貸借対朦 の作成について

期末簿価では同額であるカミ令和2年度の下般会言十

等における固定資産台帳の取得価額合計が「二般会計

等貸借対照表」の物品の額 8,524百万円より 102

百万円多く、減価償却累計額の合計は同貸借対照表の

減価償却累計額 7,069百万円より 102百万円多い。

函館市は、市民に対しては償却資産 (団電鋤覇勁

申告の手引きにおいて、適正な課税に資するため、固

定資産台帳の提出をお願いしている現状である。

納税者は適正な申告をするため、正しい固定資産台

帳を作成し、申告書に添付しており、函館市において

も貸借対照表と固定資産台帳の一致を確認する必要

がある。

納税渚が申告書の作成を依頼している税理士事務

所では、固定資産台帳を作成すれば仕訳を自動作成し

正しい貸借対照表を作成する申告書・老鯵等勁賊 シス

テムを一般的に使用しているので、函館市においても

財務諸表の作成は地方公会計システムを利用してい

る力ヽ 省力化とミスの軽減のため、より進んだオート

メーション化を検討すべきである。

令和2年度決算の物品の売却処理後の帳簿事務処

理で誤りがあつたため,令和3年度決算にて修正を行
ったところであります。

今後は,作成時に貸借対照表と固定資産台帳め突合

を行い,適切に処理してまいりま坑

また,省力化とミス軽減のため,よ り良い方法

討してまいります。
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韓

部局等

報告書
ページ

財産に関する調書と固定資産台帳との突合について

平成28年度に固定資産台帳が整備されてから5

年が経ごしている。令和2年度においても、当初取得

理由が寄付により取得した重要備品だけではなく、購

入により取得した重要備品についても固定資産台帳

に未計上のもの力＼散見される。

各部局所管財産の異動について|よ 函館市会計規則

第 116条第 1項の規定に基づき、その発生の都度、

財産主管部長に通知しなければならないことになっ

ている力ヽ 財務部長が毎会計年度末に財産異動通知書

の提出を各部局長に促し、財産に関する調書の内容を

道正なものにしている1

しかし、財産に関する調書と固定資産台帳との突合

を行っていないため、取得価格合計約3億8百万円の

未計上の重要備品が存在しているため、財産に関する

調書と固定資産台帳との突合を行うべきである。

財産に関する調書と固定資産台帳との突合を行い,

令和 3年度決算にて修正を行つたところでありま坑

未計上の重要備品についてイ土財産異動通知書の内

容を適宜反映できていないことや入力誤り等により

生じたと考えられることから,今後イ∴ 財期 日

書により財産の異動を適正に把握し,関係課と連携を

図りながら突合を行うことn財産に関する調書と固

定資産台帳の整舎隆を図つてまいります。

相手科目名の誤りについて

令和テ菩判支における綱 定元帳の4月 1日相手■辞

目「部 曽」の5件については、財産に関する調書に

おいてはいずれも平成30年度の取得になっている。

したがって、実際に令和元年度に寄付を受け入れた

際にイ吏用する「寄付増」ではなく、正しくは過年度に

おける経理誤りを訂正する際にイ吏用する |ヨ胃査判明」

を相手科目とすべきである。

相手科目名の誤りについて,公表している財務書類

に影響はないものであります力比今後,取得年月日や

相手科目に留意し,適切に処理してまいります。

日付欄の過年度日付について

令和2年度 (2020年4月 1日 ～2021年3月 31日)にお

ける総勘定元帳欄の日付に過年度の日付力澪已入され

ている。これlよ実際の取引発生であり、本来は摘要に

記載すべき内容の項目である。

したがって、日付にlよ事実力Y」明して帳簿に記載す

る日を記入し、実際の取引発生日は摘要に記載すべき

である。

また、民間の企業会計において一般的にイ吏用されて

いる会計ソフトでは、日付には当該会計年度以外の日

付を入力するとエラーとなり、そもそも入力できなく

なっている。

正しい帳簿を作成するために、システム化を検討す

べきである。

日付欄の過年度日付について,今後は 記載内容等

に留意し,適切に処理してまいりたいと考えておりま

坑

また,総勘定元帳の元データとなる物品管理のシス

テム化については,現状の課題把握や費用対効果の検

証と併せて,庁内の他のシステム化の動きを踏まえな

がら,検討してまいります。
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別紙

2 痣薄記

令不日4年度 (2022年度)包彿 1勒 結果に基づく措置

(特定の事イ牛名 公有財産等に関する事務の執行および管理の状況について)

麟

部局等
説 の概要

報告書
ページ

措置の内容

月2膀溌完掃争田

管理課

ヤロ雪b葛配争[

魏

者向市醸彗認黎部

辮

戸井支所

蜘
・

鞘

膊 鋤

蜘

醇 吉焉勢
~斤

瑚 蜃 コ 襲 辞 采
・

勒

教育委員会

獨ヨ旧肇幸堤雪吉F

施設課・恵山

教育事務所

消防本部

鵬

売却の縫 について

老朽化を理由に用途廃止した施設については、他に

転用する方策が無けれイ武危険度などを勘案し、順次、

解体から売却等に向けた方針を決定すべきである。

[物件名 19件は以下のとおり]

◇解体予定,解体済み施設下覧
。もとさわやかトイレ

・もと鎌歌J難
。もと元村会館
・もと栽姥鞠業研拗
。もと市営住宅小安町団地
。もと商工会館
。もと双見熱
・もと東消防署戸井出張所
。もと東消防署戸井出張所職務住宅
・もと東消防鶉 出張所職務住宅
・もと東消防署南茅部支署職務住宅
・もと椴法華消防団本部器具置場
。もと白井川会館
。もと柳
・もと尾札吉朧 蛯係窪蜘設
。もと木盲ヒ′」博校
。もと凌雲中学校
・旧岩戸飲料水供給施設
・旧恵山高等学校

59 老朽化を理由に用途廃上した施設については,建物

等の危険度を勘案しながら転用の可能性を検討して

いるところであり,危険度が高まった場合にイ却醐 罪

体し,需要が低いものを除き,一般競争入札による

地の売却を行ってまいります。

嚇 焉

管理課

鶏 呂

蔚 臨

戸井支所

勒

契約のあり方 (地役権の設定の検討)について

送電線下の敷地について、地役権を設定する選択肢

の検討を行うべきである。

骸 当25割

銀 議 の剣

・送電線の使用のため25筆あった。

60 当該送電線下の土地は,電力会社からの土地の貸付

申請により貸付を行つております力ヽ 地役権は自己の

所有する土地の利イ更l陛向上のためにイ也人の土地を使

用する権利であり,市有地に地役権を設定することは

当該土地から離れた場印申こある千」 )会社が所有する

鉄塔等の利用価値が上がるものであることから,今後

電力会社から地役権設定の要望があった場合には検

討してまいります。
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鱒

部局等
説 肥

報告書
ぺニジ

措置の内容

財務部

管理課

恵山支所

蜘

契約のあり方 (契約期間の終期への対応)について

平成 19年度に住宅用敷地等として、貸付している

契約の見直しを行い、平成 19年度を始期とし30年
間とした力＼平成 19年度以前より貸付している場合

Iよ 普通借地権の存続期間30年を踏まえ、当初の契

約時点から起算すべきであつた。

平成 19年 4月 1日以降の契約でイよ契約期間の満

了となる令和 19年 3月 31日の日寺点に事務が集中

することから対応できるよう留意する必要がある。

[該当277筆 ]

◇契約期間の終期が令和 19年 3月 31日のもの
。277筆あつた。

61 学該住宅敷地等用地の貸付については,平成 18年

度までlよ概ね3年ごとの期間で契約を更新しており

ました力ヽ 対象契約件数が107件と多いため,旧借

地法の趣旨,借受人の保護および更新契約の遺漏防止

の観点から,平成19年度に函館市財産条例施行規則

に基づく最長期間である30年間の契約期間とした

ものです。

これに伴い,令和 18ヨ朝支に更新事務が集中するこ

ととなります力ヽ 遺漏がないよう留意いたします。

貝】愕秘名れ子呂

観

糸屋守≠喘旨F

工期

南茅部支所

産業建設課

契約のあり方 (契約期間の見直し)について

借地借家法上の建物に該当する場合、30年間の普

通借地権が存続することから、これより短期間で締結

している契約について、更新の際に年数の設定期間を

再検討すべきである。

61 30年間の普通借地権力湖明される契約について

は 更新の際に契約期間を30年とすることといたし

ました。

財務部

管理課

契約のあり方 (自動更新条項のある契約)について

契約の更新時は、貸付の継統の可否や減免の必要性

などを検討し直す機会となることから、自動耳芽斤時期

の前の手続として、契約の相手先から更新を申し出て

もらうことや、自動贋新条頂そのものを見直すなエ

検討が望まれる。

61 当該自動更新条項のある契約については ご意見の

とおり,毎年度,あ らかじめ借受人から契約内容の変

更の有無等を確認したうえ乱 契約の更新を申し出て

もらうなど財産の利用状況を踏まえながら,者卜度I更

新の可否や減虎の要否を判断し,漫然と自動更新する

ことがないよう努めてまいります。
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鱒

部局等
意見の概要

報告書
ページ

措置の内容

月レL至劣Я尊[

鞘

常目きち葛R争呂

ヨ E当 驚 〕 辰 」 翼 辞 黒
・

帥 当

的

呻

節 、茂法日し剪梵討について

卿 地 崖地等を除き従前貸し付けした実績があ

り、現在、返地されたものについて、現在でもなお利

用価値のある土地の選別を行うほか、隣地の所有者と

折衝するなどし、貸付や売却の可能陛を検討すべきで

ある。

また、現在、貸し付けている土地の周囲地について

も一体で貸し付けるまたは売却の可能陛を検討すべ

きである。

骸 当する10件は以下のとおり]

◇貸付・売却の可能陛を検討すべき土地に建物
・海岸町7番 1

・大縄町80番 8

・田家町19番60外7筆
・北斗市七重浜7丁目164番3のうち外1筆
・本町37番2

・志海苔町300番1のうち

・高岱町68番1のうち

・女刀WII町176番5のうち
。新八幡町76番2

・大町3番 17外1筆

62 市に返還された土地のうち,通路用地など市で利用

するものを除き,売却や貸付が可能であるものや,現

在貸し付けている土地の周辺地について|∴ ‐体的な

売却や貸付について隣地の所有者と交渉してまいり

ます。
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鱒

部局等
意見の概要

報告書
ページ

措置の内容

財務部

管理課

経済部

魏

者B市建軍臨ξ[

まちづくり景

観

戸井支所

蜘

南茅吉1支所

蜘

消防本部

庶務課

騨 鍋  [

管理課

恵山支所

卿

椴法華支所

卿

名称の見直しの検討について

土地の一部を貸し付けしているもので、貸地または

用途未定地等としているものがあるので、解体し更地

となった場合は原則用途未定地とし、現に貸し付けを

している土地は郵砥 建物を含む場合は貸建物、貸し

付ける可能 l生のあるものは貸付予定地と定義されて

いる力ヽ その定義に基づき整理されているか再点検が

望まれる。

また、一時的な貸し付けであったものが常態化して

いるものや、長期貸し付けしている場合であつても貸

地としていないものについて、貸地とするなどの検討

が望まれる。

[該当する15件は以下のとおり]

錦 醇対 している力渡弛 とせ或 もと∞ またIよ

旧○○としているもの
。もと見日会館
・もと黒驚会館
。もと汐首小学校
。もと東消防署恵山出張所
・ 1日聘ё易

◇一部貸付しているが貸地とせ或 用途未定地として

いるもの
。中浜町74番1のうち 東商工会ほか
。柏野町H7番168株式会社レノバ

。新八幡町76番lほか1筆 生活道路

・豊崎町209番96のうち外1筆 残土の仮置き場等

開発 ?
・昭和2丁目179番23貸付常態化であれば
。海岸町56番1外14筆 作業ヤード、仮事務所など

◇一時的または長期貸付しているが貸地とせず、もと

○○または旧○○等としているもの
。もと外航船船客船員待合所
。旧恵山保育所
。旧函館検疫所台町措置場
。函館駅脚 鶉 用地

62 貸付中の財産の区分について再点検を行つたとこ

ろ,用途未定地や旧名称のまま長期間貸し付けている

ものがあったことから,今後は 明 に貸し付けして

おり,次年度においても継続して貸付が見込まれるも

の」を貸地および貸建物とし,定義を明確にいたしま

した。
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韓

部局等
調 の概要

報告書
ページ

措置の内容

炉レ

"至

寃需学呂

鵬

美術品寄贈者による評価額について

美術品の評価額について現地視察時に担当者に質

問したところ、基本的には寄贈者による評価額によっ

て、重要備品の取得価額として会計処理力光子われてい

る。

しかし、寄贈者による評価額は主観的な金額である

ため、地方公会計マニュアルにおける再調達原価とし

ては不適切である。

令和2年度の固定資産台帳 (下般会計等)のうち美

術品を集計したものの合計額246百万円は、令和2

年度における貸借対照表の物品 1,455百万円の

16.9%、 純資産の部の純資産合計 125,583百万円の

0.2%を 占める。

このように比承が高くなるのIよ 美術品力功向鵬

却資産であるため、寄贈時の寄贈者評価額である取得

価額力脚 間中ずつと期末簿価として減額されな

いで計算されることによる。

そこで、地方公会計マ■ュアルにおいて、「美術品。

骨童品等についてイよ美術年鑑等に記載された価額を

用いるな工 簡易評価を採用することが考えられる」

とされていることから、例えt武 美術品鑑定評価書を

イ乍成する実績のある鑑定業者の鑑定評価書を参考に

するな工 客観的な要素も取り入れて適切な再調達原

価として評価すべきである。

86 寄贈美術品についてイ∴ 売却等を予定しておらず

費用をかけての美術品鑑定イ∴有効陛の観点から難し

いものと考えております。
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